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                               令和 2 年 4 月 13 日 

顧問先の皆様 

                      税理士法人 AMAGUCHI パートナーズ   

                          代表社員 天口 信裕 

          新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う 

当社の対応方針について 

１ 限界状況を突破してこそ 

 

  拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 

   皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に、ご心痛のことと 

  思われます。目に見えない敵との闘いは、収束の見込みも立たず、不安と限界状況へ 

  追い落とす厳しい、日々を過ごしていく道でもあります。 

   生きていく上で、困難や不如意なことに遭遇したり、それまで確かだと思っていたものが崩れ

たり、あるいは、死に直面したりするようなとき、自分の中から叫びが上がってくるものです。そ

のような限界状況、極限的な状況の中に、人間の偉大な本質が、現れてきます。すべての人

間の進化の歴史を見ると、ギリギリの状況にぶつかって偉大な素質が現れてきます。考えても

訳のわからないような極限状況というものが、私たちを飛躍させるのです。ファイティング・スピ

リット（不撓不屈の魂）を持ち、共に、立ち向かっていきましょう。 

当社は、顧問先の皆様の経営応援団として、貴社の経営に向き合ってきました。最も

身近で、経営者の声を聴ける立場にいます。この難局を顧問先の皆様の伴走者として、

経営応援団として、微力ながらも、今まで以上にお役に立ちたく願っております。 

敬具 

 

     優先支援方針 限界状況を突破する、打つべき手 

    当面の資金手当てを優先して、手元資金を確保する。真水を注入する。 

  （１）資金繰り支援  ぐっちゃん○得情報 NO１   担当者 支援部 所長 

     政府の緊急対応策  日本政策金融公庫ルート 地方銀行（保証協会）ルート 

  （２）雇用調整助成金の活用 ぐっちゃん○得情報 NO２ 担当者 吉田専担 

     真水の施策の本命 経営者は継続雇用者維持の為 要検討 

  （３）BCP（事業継続計画）策定支援   担当者 所属長 支援部 所長 

 簡単な質問で素早いたたき台提供 月次顧問先対象 

     顧問先様の１年先を予測し、BCP策定支援を行う 

  （４）資金流出の抑制 

    １）納税猶予・社会保険料の猶予・固定資産税の減免・猶予 ぐっちゃん○得情報５ 

    ２）固定費の見直し・（役員報酬・賞与） 不要資産売却 増資 回収遅延防止 

    ３）資金繰り支援の後、状況悪化時 返済猶予 他 
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顧問先の皆様    その２                  税理士法人AMAGUCHIパートナーズ 

 

Ⅱ新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当社の対応方針  

  顧問先の皆様の安全への配慮並びに、日本政府・山形県の方針に従った感染防止方針に

基づく、以下の対応を実施させて頂きます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上

げます。   （感染防止、かかったかな、かかった場合のマニュアル作成しました。  

        ぐっちゃん○得情報 ＮＯ４参照 弊社 HP に最新動向 UP しています ） 

フェーズ１（訪問の時間短縮、面談時間、面談者の制限に努めます） 

１ 月次巡回監査の実施 へのご協力のお願い。 

 企業の経営状況の把握、法的な確定決算の提出義務、金融機関の貴社の融資判断情報 

 の為に、月次試算表の提供は不可欠です。短時間の月次監査訪問にシフトします。 

 資料の準備、メールでのやり取り、残高確認の協力など、ご協力お願いします。 

  全部監査から重要事項中心監査に切り替え、論点を先延ばしにしない対応をします。 

 

 ２ ３月決算（以後の決算含む）早期完了のご協力のお願い。 

   個人の確定申告は申告期限の延長されましたが、法人の確定申告期限の延長は 

    ①税理士事務所（職員）の感染   ②該当法人の社員の感染 の事実がなければ 

   法定期限内（２か月）となっており、５月末期限の変更はありません。 

   従って、月次監査と決算監査は、実施せざるを得ません。 特に、決算は現場・現品・現

物確認が重要です。早期完了に努めますので、何卒ご協力お願いします。 

 

 フェーズ２（感染の防止を目的とする、当社の対応）４月からの月次巡回監査   

 ３ 意向確認の実施   感染防止のための接触制限への対応 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人との接触機会を減らすことを、 

   心がけます。従って、４月以降の巡回監査につきましては、短時間監査、面談時間短

縮、面談者の制限に対応すべく、資料の確認方法、監査方法の変更など、事前の意向

確認を行ってから、対応させていただきます。各社の状況により対応します 

 

 ４ 電話・メール・チャットワーク・ＷＥＢ会議による対応 

   面談制限、訪問制限の補強策として、従来の、電話・メールに加え 

   チャットワーク・ＷＥＢ会議による対応を考えます。 

 

 ５ マスクの着用・手指の消毒・体調管理の徹底 

   貴社訪問時、皆さまとの面談時、弊社スタッフは、マスク着用、手指の消毒をさせて

頂きます。至らない点はご指摘ください。同様に弊社での打ち合わせの際には、マス

ク着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。社員の体調管理を徹底いたします 


